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１．はじめに 

 

 平成 16 年度に発足した(社)交通工学研究会認定 TOP・TOE 資格制度では，取得資格に４年間の有効

期限が設けられています．取得した資格の更新を希望する場合には，所定の継続研鑽（CPD: Continuous 

Professional Development）単位を取得していることが条件となっています． 

 この「TOP・TOE 資格登録更新の手引（以下，「更新の手引」）」は，「交通工学研究会認定 TOP 及び

交通工学研究会認定 TOE 登録規則」と，これにもとづく CPD 単位取得に関する考え方と実際を整理し

た『TOP・TOE 資格認定者の CPD 課題と達成目標に関するガイドライン』と連携しつつ，その資格登

録を更新する方法，および更新にあたって留意すべき点などを記載しています． 

 

 第 1 回 TOP 資格試験は平成 16 年(2004 年)12 月に行われ，平成 17 年(2005 年)2 月に第 1 回 TOP 資格

試験の合格者が発表されました．平成 20 年度末(2009 年 3 月)には，この第 1 回 TOP 資格試験合格者の

資格有効期限満了日を迎えます．この間，CPD 制度や資格更新のあり方について，(社)交通工学研究会・

資格委員会において継続的にそのあり方や詳細について検討され，制度上の不備や資格保有者からの要

望・意見などを踏まえて，より分かりやすい，資格保有者にとって合理的な資格制度の枠組みとなるよ

うに修正を進めてきました． 

 その結果，平成 20 年(2008 年)6 月に，資格有効期間の考え方や，CPD 単位の認定方法，更新手続きの

方法などについて，一部の規則や手引の見直しを行いました．この「更新の手引」は，こうした経緯を

踏まえて，資格登録者にとって分かりやすい「手引」となるように編纂されたものです． 

 この「手引」には，継続研鑽を踏まえて，資格登録者が資格登録の更新に必要な所定の手続き内容に

ついて解説してありますので，資格の更新にあたっては，この「更新の手引」を十分に熟読するように

してください． 

 

 

(社)交通工学研究会 資格委員会 
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２．登録資格更新の考え方 

 

 試験合格後の最初の登録資格の有効期間満了日は，試験に合格後最初の 4 月 1 日から 4 年後の 3 月 31

日です（お手元の登録証に記載の有効期限が 2 月 15 日であっても，その 1 ヵ月半後の 3 月 31 日迄有効

です）．更新した場合の次の有効期間満了日は，原則として更新から 4 年後の 3 月 31 日となります． 

 また「登録資格更新申込書」の提出期限は，原則としてこの登録資格有効期間満了日の 1 ヵ月後まで

です．この場合，新しい登録証の発行などに 1 ヶ月ほどかかりますが，更新後の新登録証の交付日は満

了日の翌日の 4 月１日まで遡りますので，登録資格として有効な期間は連続するように設定されます． 

 具体的に，試験の合格年月日に応じて，登録有効期間満了日と更新の申込期限を表にまとめると次の

ようになります． 

 

合格日 CPD 単位算入可能期間 登録有効期間満了日 更新の申込期限 

2005/2/15 登録日～2009/3/31 2009/3/31 2009/4/30 

2006/2/15 登録日～2010/3/31 2010/3/31 2010/4/30 

2007/2/15 登録日～2011/3/31 2011/3/31 2011/4/30 

2008/2/15 登録日～2012/3/31 2012/3/31 2012/4/30 

2009/2/15 登録日～2013/3/31 2013/3/31 2013/4/30 

 

 なお，登録証のお届けには 1 ヶ月ほどかかりますので，CPD 単位が所定の単位に達している方は， 2

月末までに更新申込みをするようにしてください． 

 またこうした登録期間満了日の変更に伴い，資格更新のために CPD 単位を算入できる期限も，合格

後最初の 4 月 1 日から 4 年後の 3 月 31 日迄となりました．1 回更新した後，その 4 年後までの登録資格

を再度更新するために必要な CPD 単位の算入できる期間は，更新後の振登録証交付日の 4 月 1 日から

その 4 年後の 3 月 31 日迄となります． 

 

＜2008 年 6 月におけるルールの修正について＞ 

 2008年6月までは，「資格有効期間の期限の1ヶ月前までのCPD単位にもとづいて更新を申込む必要がある」

としていました．その結果，CPD 単位として記載できるのは，実質的に 2 月末日までとなり，たとえば，2005

年 2 月 15 日に合格して直ぐに登録した資格者でも，登録日は早くても 3 月初頭であり，その結果，CPD 単位

として認定できる継続研鑽活動は，長くても 2005 年 3 月～2009 年 2 月までの 47 ヶ月となる，という不合理性

がありました．また，多くの業務が年度で切れることが一般的であるため，OJT や実務を通した研鑽を CPD

単位として計算する上で不都合が生じる可能性も指摘されました． 

 そこで，資格有効期間満了日までの CPD 単位を認定できるよう，更新申込書の提出期限を資格有効期間満

了日の 1 ヵ月後までとし，また資格有効期間満了日も年度で切れるように修正しました． 

 以上の修正に関連して，『TOP・TOE 資格認定者の CPD 課題と達成目標に関するガイドライン』は平成 20

年 11 月版以降，「表－３ ＣＰＤの研鑽形態と内容 Ver.6.2」も平成 20 年 10 月 31 日版以降，また，CPD 単位

の「自己記録・申請シート」も平成 20 年 10 月 31 日版以降，CPD に関するよくある質問と回答(CPD-FAQ)も

平成 20 年 11 月版以降が，こうした修正に対応したものとなっていますので，これらの最新のバージョンを参

照の上，必要な CPD 単位の申請を手続きするようにご注意下さい． 
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＜更新手続き＞ 

 資格を更新するためには，従前の登録資格の登録/更新日から有効期限満了日迄に所定の CPD 単位

（TOP は 150 単位，TOE は 200 単位）を習得していただく必要があります． 

 所定の CPD 単位数に達したを事務局で確認し次第，事務局より登録者へ「更新申込書」をお送りし

ますので，①更新申込書，②更新手数料の払込票，③写真２枚，④住民票 1 通を添えて，所定の期限ま

でに更新を申し込んでください．詳細は「３．」をご覧下さい． 

 

＜更新後の登録の有効期間＞ 

 更新後の登録の有効期間は 4 年間です．たとえば，更新された資格の更新日が 2009 年 4 月 1 日の場

合は，この日から 2013 年 3 月 31 日までこの登録資格は有効です．2013 年 4 月 1 日以降に有効な資格更

新に必要な CPD 単位は，これと同じ期間(2009 年 4 月 1 日～2013 年 3 月 31 日)における継続研鑽活動に

ついて認定されます． 

 

＜特別な場合＞ 

 資格登録有効期間満了日の前後に海外在住，怪我や病気，その他特別な理由により，指定の期日まで

に資格更新手続きが困難な場合には，特別な申し立てをして頂くことによって，資格を更新できる場合

があります．詳細は「４．」をご覧下さい． 
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３．資格更新手続き 

 

 資格更新のためには，以下の書類を揃えて，事務局まで郵送にてお申込下さい． 

①更新申込書 

②更新手数料の払込票 

③写真２枚 

④住民票１通 

 

①更新申込書 

 事前に既に所定の CPD 単位数(注１)に達したことが事務局側で確認できた登録者には，あらかじめ事務

局よりこの「更新申込書」をお送りします．従前の資格の期限が切れる 1 ヶ月前（2 月末日）までにこ

の「更新申込書」により申込をして頂ければ，有効期間満了日までにお手元に新しい登録証，携帯登録

証をお届けいたします． 

 所定の CPD 単位の確認が 2 月末日以降となった登録者については，3 月末日時点（有効期間満了日）

までに取得できたCPD単位を事務局で集計し，4月上旬に所定単位に達したことをお知らせすると共に，

この「更新申込書」をお送りします．4 月 30 日までにこの「更新申込書」により申込をしてください． 

 

 具体的に，所定の CPD 単位に達したことが事務局より確認されるタイミングに応じて，更新申込，

登録日，登録証などをお手元にお届けできる時期をまとめると以下のようになります． 

 

例：2009 年 3 月 31 日に従前の資格登録期限が切れる場合： 

所定 CPD 単位が事務局で確

認される(注２)日 

事務局より「更新

申込書」の送付 

更新申込日 

(郵送消印日) 

登録証などの 

送付予定時期 

更新資格 

登録日 

2009/2/28 以前 2009/2/28 迄随時 2009/2/28 迄の場合 2009/3 末 2009/4/1 

2009/3/1～2009/3/31 2009/4 上旬 申込期限：2009/4/30 2009/6 初頭 2009/4/1 

 

(注１) 所定の CPD 単位 

TOP の更新に必要な CPD 単位は 150 単位です． 

TOE の更新に必要な CPD 単位は 200 単位です． 

いずれも，原則としてその資格の登録が有効な期間内における CPD 活動が対象となります． 

具体的に試験の合格年月日に応じて，CPD 単位を算入できる期間をまとめると次のようになります． 

合格日 CPD 単位算入可能期間 

2005/2/15 登録日～2009/3/31 

2006/2/15 登録日～2010/3/31 

2007/2/15 登録日～2011/3/31 

2008/2/15 登録日～2012/3/31 

2009/2/15 登録日～2013/3/31 

 CPD 活動として認められる研鑽形態，望ましい研鑽内容，研鑽のモデル，CPD 単位の申請方法の詳細につい

ては，『TOP・TOE 資格認定者の CPD 課題と達成目標に関するガイドライン』をご覧下さい． 
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(注２) 所定 CPD 単位を事務局で確認する 

事務局による CPD 単位の確認とは，CPD 単位の申請を事務局で受け付けて，CPD としての認定および単位数の

認定を行うことを指します．これには申請書を事務局で受け付けてから少し時間を要する場合もありますので，

「自己記録・申請シート」は，ここに記載の日時よりも早めに提出願います． 

 CPD の「自己記録・申請シート」の EXCEL ファイルは，WEB サイトよりダウンロードできます．CPD 単位

の申請は，適宜，各個別の CPD 申請項目につき 1 枚の記載済みの自己記録シートを A4 用紙 1 枚にプリントア

ウトしたものを FAX・郵送などで事務局へお送り下さい（準備が整い次第，電子的なファイルでの提出も受け

付ける予定ですが，その際には資格登録者へご連絡します）．申請された結果の認定単位状況については，適宜，

事務局より申請者へご連絡しております．また，今後この「自己記録・申請シート」を WEB 上で記入できるよ

うなシステムの導入を，現在検討中です． 

 なお，交通工学研究会が主催する行事など一部については，所定の手続き（会場での登録証の掲示など）に

より事務局で CPD 単位を発行しますので，これらについては自己記録をしていただかなくて結構です．ただし，

こうした行事参加当日における所定の手続きを忘れた場合に，事後に CPD 単位として申請したい場合には，そ

の他の団体が主催する行事の場合と同様に，自己記録により申請をしてください． 

 

②更新手数料の払込票 

 ＴＯＰの場合，更新手数料は１０，０００円です． 

 ＴＯＥの場合，更新手数料は１５，０００円です． 

 「更新申込書」と共に，交通工学研究会より指定の郵便振替用紙をお送りします．これを用いて払込

みをしてください．「更新申込書」の裏面にその払込金受領証を貼付して提出して下さい． 

 なお，止むを得ない場合には，郵便局備付の郵便振替用紙を用いても構いません．その場合は，通信

欄に「ＴＯＰ更新手数料」（ＴＯＥの場合は「ＴＯＥ更新手数料」）と明記して下さい． 

 また、「更新申込書」には払込金受領証の原本を貼付していただきますが，止むを得ない場合はコピ

ーでも構いません． 

口座名 ： 社団法人 交通工学研究会 

口座番号 ： ００１００－６－６８６９７５ 

 審査の結果，登録の更新が不承認の場合は，その理由を付して当該申請者に通知するとともに，更新

手数料から返金必要実費を差し引いた額を返却します． 

 

③写真２枚 

 写真は，上記①の「更新申込書」の裏面に２枚を貼付して提出してください． 

1) 写真はカラー，白黒どちらでもかまいません． 

2) 脱帽・正面上半身（縦３㎝×横２.５㎝）のもので，申込日前６ヶ月以内に撮影したものに限ります． 

3) ポラロイドなどのインスタント写真、スナップ写真及びサングラス着用のものなどは無効です． 

4) 写真の裏面に氏名を必ず記入して下さい． 

 

④住民票１通 

 本人が記載されているもの１通を一緒に提出してください． 

 なお，外国籍の方は，外国人登録の「登録原票記載事項証明書」（１通）が必要です． 

 また，上記の各証明書は登録申請日の前３ヶ月以内の発行のものとします． 
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 「更新申込書」の提出が 3 月 1 日以降となった場合，更新後の新登録証がお手元に届くのは 6 月初旬

となる予定です．更新登録日は 4 月 1 日まで遡ります． 

 なお，4 月 1 日以降お手元に更新後の新登録証が届くまでの間に，業務やその他の理由により「TOP

（または）TOE」の登録資格保持者であることを証明する必要が生じた場合には，事務局までご相談く

ださい． 

 

４．更新に関わる特例措置について 

 

 「交通工学研究会認定ＴＯＰ及び交通工学研究会認定ＴＯＥ登録規則」第 11 条第 2 項には，「資格委

員会が認める特別の事由」がある場合においては，4 月 30 日の期限を過ぎて登録の更新を申し込むこと

ができるとされています． 

 
＜参考＞ 
「交通工学研究会認定ＴＯＰ及び交通工学研究会認定ＴＯＥ登録規則」（平成 20 年 6 月 18 日改定） 
(登録の更新) 
第 11 条 登録の更新を受けようとするものは、登録の有効期間満了日の 1 ヶ月後までに登録更新の申込みを

行わなければならない。 
2. 特別の事由により期限を過ぎて登録更新を申込む場合には前項の限りではない。資格委員会が認める特別の

事由については別途定める。 
3. 登録の更新を受けようとする者は、所定の継続研鑽単位を「資格更新申込書」において申請し、資格委員会

により所定の条件を満たすことが確認されるとこの資格を更新することができる。 

 

 ここでいう「資格委員会が認める特別の事由」とは，事故または病気，海外出張あるいは駐在，その

他災害などの特別の事情により登録更新期限を過ぎてしまった場合とします． 

 なおいずれの場合も，虚偽や不正の事実に基づいていたことが判明した場合には，直ちに登録が抹消

されることになりますので，十分に注意してください． 
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５．登録資格更新に関するＦＡＱ 

 

Ｑ１：私は平成 21 年 3 月 31 日に TOP の登録資格有効期限が切れますが，既に平成 20 年 11 月の現時点

で更新に必要な150単位以上を取得しています．今から来年の3月までまだ4ヶ月ありますので，

3 月までに頑張って，250 単位取得を目指しています．もしも 250 単位取得した場合，必要な 150

単位を超えた部分の 100 単位分を，更新後の平成 21 年 4 月から有効な資格をさらに次に更新す

るために活用することはできますか？ 

Ａ１：できません． 

   継続研鑽単位(CPD)とは，登録資格者が，その知識や能力を研鑽により維持し，さらに高める継

続的な努力を評価するものです．更新に必要な単位数は，あくまでも有効期限を更新するために

必要な最低限の単位数を示しているに過ぎません． 

   資格更新のために必要な CPD 単位は，従前の資格が有効な期間に行われた継続研鑽活動に対し

てのみ計算されます． 

Ｑ２：私は，平成 23 年 3 月 31 日に TOP の登録資格有効期限が切れますが，既に平成 20 年 8 月の時点

で更新に必要な 150 単位に達しました．そこで資格登録の更新のため「登録資格更新申請書」を

送ったのですが，まだ事務局から返事がもらえません．どうなっているのでしょうか？ 

Ａ２：この場合，今直ぐに更新することはできません．上位資格を受験して新たに上位資格を取得した

場合，および廃止届出書により廃止を申し出ない限り，平成 23 年 3 月 31 日までこの資格は有効

です．それ以降に資格を更新するためには，事前に事務局より資格更新に関するご案内をします

ので，その案内に従って更新の手続きをしてください． 

   なお，150 単位に達したとしても，まだ平成 23 年 3 月末までには 2 年以上ありますので，引き続

き継続的に技術力のさらなる向上や広い範囲の深い知識を獲得できるよう，研鑽を続けていただ

きますようにお願いします． 

Ｑ３：3 月 31 日までに行った研鑽をきちんと CPD 単位として申請していれば TOP の更新に必要な 150

単位には達していたのですが，うっかりして登録資格有効期間満了日の 3 月 31 日を過ぎてしま

いました．4 月 1 日以降であっても，後から 3 月 31 日までの CPD 単位を申請して認められれば，

資格の継続はできますか？ 

Ａ３：その年の 3 月 31 日で登録資格有効期限が切れる登録者は，有効期間満了日の 3 月 31 日までに必

要な CPD 単位を申請してください．当日消印まで有効です．万一，本当は更新に必要な 150 単

位を満たしていたはずなのに，これを怠って申請が間に合わなかった場合には，原則としてその

登録者の登録資格は 3 月 31 日で期限が切れ，4 月 1 日以降は資格が停止されます． 

   ただし，やむをえない特別な事情により申請が間に合わなかった場合については，特例措置によ

って更新ができる場合がありますので，まずは事務局までお問い合わせ下さい． 

Ｑ４：事務局より「更新申請書」を受け取って，申請期限の 4 月 30 日迄に更新の申請手続きをするつ

もりだったのですが，4 月に入ってから体調を壊し，社会復帰できたのは 6 月になってしまいま

した．もう資格の有効期限は切れているので，資格が必要な場合は試験を受験しないといけない

でしょうか？ 

Ａ４：病気など特別な事由がある場合については，期限を過ぎてしまっても更新が認められる場合があ

りますので，事務局までお問い合わせ下さい． 

Ｑ５：登録資格有効期限の 3 月 31 日までの CPD 単位は更新に必要な所定の単位数に満たなかったので
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すが，その後も必死に努力をして 5 月中には所定単位数に達することができました．これを申請

すれば，遅れて資格を更新できますか？ 

Ａ５：原則として資格を後からは更新できません．ただし，遅れた理由が特別な事由によるものと認定

されれば特例措置が認められる場合がありますので，まずは事務局までお問い合わせ下さい． 
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［参考］更新申込書 

※これは事務局より所定の CPD 単位に達した登録者へ送付されます．万一，紛失された場合には事務局までご相談下さい． 

 

 

提出日：
(yyyy/mm/dd)

　　TOP・TOE　資 格 登 録 更 新 申 込 書

氏　　名：

登録番号：

※TOPかTOEいずれか一方のみ更新する登録番号を記載してください

CPD単位：  単 位

※この「申込書」を事務局から送付時点で資格委員会により認定された単位数です．
　申請単位数と異なる場合がありますが，ご了承下さい．

本申込書は，遅くとも資格登録有効期間満了日の1ヵ月後までに提出してください．
なお，登録証のお届けには1ヶ月ほどかかります．
既に更新に必要なCPD単位に達している方には，早めにこの申込書をお送りして
ありますので，2月末までに提出いただければ，満了日前にお手元に新しい
登録証をお届けします．

※写真，郵便振替証明書は，裏面に貼付して下さい．

事務局使用欄

申請No. 受付年月日 確認者 処理済

(更新申込書　平成20年11月20日改訂版)

　P-　　　　　　E-

おもて
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［参考］更新申込書 続き（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵便振替払込受付証明書貼付欄

 
 

払込票兼受領証等を貼付して下さい。 
 

止むを得ない場合はコピーでも構いません。 
 
 （ＴＯＰ手数料 １万円／ＴＯＥ手数料 1.5 万円）

 

写 真 貼 付 欄 

のりしろ 

 

１ 

のりしろ 

 

２ 

平成   年   月   日撮影 

１．たて 3.0 ㎝・よこ 2.5 ㎝ 
（脱帽・正面上半身のもの） 

２．上部のりしろ欄に写真を貼付。 
３．撮影後６ヶ月以内。 
４．不鮮明な写真、ポラロイド等のインス

タント写真、スナップ写真、サングラス

着用のもの等、受験者と確認しにくい

ものは無効です。 
５．カラー・白黒どちらでも可。 
６．写真の裏面に氏名を記入すること。 

う ら 
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